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「特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に関する規則」の制定等について 

 

令和８年６月 16 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．制定等の趣旨 

金融庁及び本協会においては、スタートアップ企業等への円滑な資金調達の途

を確保するため、2024 年 12 月より、「スタートアップ企業等への成長資金供給等

に関する懇談会」を開催し、市場関係者のニーズ等に基づく非上場株式の取引制

度の課題等に関する検討を行い、2025 年９月に公表された報告書において、KGI

等の設定や今後期待される取組み等について取りまとめたところである。 

今般、上記報告書を受けて「非上場株式等の取引及び私募制度等に関するワーキン

グ・グループ」等において行った検討を踏まえ、特定投資家及び準特定投資家を対象

とする新たな勧誘・取引制度に係るルール整備及び非上場株式の原則勧誘禁止の見直

しを行うため、「特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に関する規則」の制定及

び関係する自主規制規則の一部改正を行うこととする。 

 

 

Ⅱ．制定等の骨子 

１．「特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に関する規則」の制定（別紙１） 

(1) 目的 

特定投資家等（特定投資家及び準特定投資家）における店頭有価証券の取

引を公正かつ円滑ならしめるとともに、投資者保護に資することを目的とす

る旨を定める。 （第１条） 

 

(2) 定義 

この規則において使用する用語について定義を規定する。 （第２条） 

 

(3) 検証及び審査 

① 取扱協会員は、新たに顧客に対して投資勧誘を行おうとする店頭有価証券

について、当該店頭有価証券の特性やリスクの内容を把握し、投資勧誘を行

うことがふさわしいか否か及び投資勧誘を行う顧客の範囲について検証し

なければならないこととする。 （第３条第１項） 

② 取扱協会員が店頭有価証券の検証を行う場合における店頭有価証券に関

する審査項目について定める。 （第３条第２項） 

③ 検証及び審査の内容等の保存期間について定める。 （第３条第３項） 
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(4) 発行者との反社会的勢力排除のための契約内容 

取扱協会員は、店頭有価証券の発行者との間で、当該発行者が反社会的勢

力でない旨を確約すること等について、契約を締結しなければならないこと

とする。 （第４条） 

 

(5) 反社会的勢力の排除 

取扱協会員は、店頭有価証券の発行者が反社会的勢力に該当すると認めら

れた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合は、当該店頭有

価証券の投資勧誘を行ってはならないこととする。 （第５条） 

 

(6) 勧誘時の情報提供 

① 「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第６条

第３項第１号に掲げる様式及び当該様式の「記載上の注意」に基づく情報

の提供又は公表を投資勧誘の要件とすることを定める。 （第６条第１項） 

② 上記①に規定する情報の提供又は公表の方法について定める。  

（第６条第２項） 

③ 上記①に規定する情報の訂正について定める。 （第６条第３項） 

④ 取扱協会員は、発行者に対して上記①に規定する情報の提供又は公表につ

いての規定を遵守させるよう努めなければならない。 （第６条第４項） 

 

(7) 発行者による定期的な情報提供 

取扱協会員は、発行者による会社法に基づく計算書類及び事業報告の提供

が顧客に行われていることを確認しなければならない。 （第７条） 

 

(8) 投資勧誘の要件等 

① 取扱協会員が店頭有価証券の投資勧誘を行う際の要件について定める。

 （第８条第１項） 

② 上記①に従い投資勧誘を行う場合、上記(3)で検証した顧客の範囲に適合

することの確認を行わなければならない。 （第８条第２項） 

 

(9) 既存顧客による売付けに係る勧誘 

取扱協会員は、店頭有価証券を保有する顧客に対して、当該店頭有価証券

の売付けをするよう勧誘することができることとする。 （第９条） 

 

(10) 取引開始時の説明書の交付及び確認書の徴求 

取扱協会員が顧客と店頭有価証券について初めて取引を行う際の説明書

の交付及び確認書の徴求義務について定める。 （第 10 条） 
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(11) 個別銘柄に係る説明書の交付等 

① 取扱協会員が投資勧誘を行う際の個別銘柄に係る説明書の交付等につい

て定める。 （第 11 条第１項） 

② 非上場認可 PTS 取引及び登録 PTS 銘柄取引に係る投資勧誘を行う場合に

ついて、一定の場合に個別銘柄に係る説明書の交付等の例外とする。 

 （第 11 条第２項） 

 

(12) 社内規則及び取扱要領 

① 取扱協会員における社内規則及び当該社内規則に基づく取扱要領の作成

等について定める。 （第 12 条第１項） 

② 取扱要領の変更並びに本協会への提出及び公表について定める。 

 （第 12 条第２項、第３項） 

 

(13) 取扱協会員としての届出及び公表 

協会員が取扱協会員となるための手続き等について定める。  

（第 13 条第１項、第２項、第３項） 

 

(14) 取扱協会員としての指定の取消し 

① 取扱協会員としての取消しを希望する際の手続きについて定める。  

（第 14 条第１項） 

② 本協会が法令又は本協会の規則に違反する等の事由により必要であると

認める場合には、取扱協会員としての指定の取消し又は停止ができる旨につ

いて定める。 （第 14 条第２項） 

③ 取扱協会員としての指定の取消し又は停止の手続きについて定める。

 （第 14 条第３項） 

④ 取扱協会員としての指定の取消し又は停止についての公表について定め

る。 （第 14 条第４項） 

⑤ 協会員は取扱協会員として行った業務に起因する義務及び責任を負うこ

ととする。 （第 14 条第５項） 

 

(15) 本協会への報告 

取扱協会員は、本規則に基づく投資勧誘に係る取引の状況について、本

協会に報告することとする。                              （第 15 条） 

 

(16) 本協会による照会等 

本協会は、取扱協会員に対して必要に応じて照会等を行うことができる

こととするとともに、取扱協会員は当該照会等に応じなければならないこ

ととする。 （第 16 条第 1 項、第２項） 
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(17) 電磁的方法による交付等 

書面の電磁的方法による提供及び確認書の電磁的方法による提出につい

て定める。  （第 17 条第１項、第２項、第３項、第４項） 

 

(18) PTS 取引に係る適用除外等 

「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則」が

適用される場合に、適用が除外される規定について定める。   

（第 18 条第１項、第２項） 

 

(19) 金融商品仲介業者に対する指導及び監督 

金融商品仲介業者に対する指導・監督の規定を定める。 （第 19 条） 

 

(20) 特別会員が委託を受けて行う場合の取扱い 

会員等（会員又は特定業務会員）が特別会員に委託を行う場合における

当該会員等と当該特別会員の対応が重複する部分についての軽減措置の規

定を定める。  （第 20 条） 

 

２．「特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に関する規則」の制定に伴う自主

規制規則の一部改正について 

(1) 「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則」の一部

改正について（別紙２） 

① 特定投資家等のみにより取引される登録 PTS 銘柄に係る特則等につい

て、対象投資家に準特定投資家を追加する。  

（第 16 条第１項、第２項、第４項、第５項） 

 ② その他所要の整備を図る。 

 

(2) 「株主コミュニティに関する規則」の一部改正について（別紙３） 

① 株主コミュニティへの参加勧誘対象範囲に、準特定投資家を追加する。

 （第９条第２項） 

② 特定投資家等のみを対象にする株主コミュニティ銘柄の特例について、

対象投資家に準特定投資家を追加する。 （第 13 条第２項） 

③ その他所要の整備を図る。 

 

(3) 「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の一部改

正について（別紙４） 

〇 所要の整備を図る。 
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３．非上場株式の原則勧誘禁止の見直しに係る自主規制規則の一部改正について 

(1) 「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について（別紙５） 

〇 協会員の店頭有価証券の原則勧誘禁止の規定を見直し、本協会の規則に

定める取引制度に基づく投資勧誘を行うこととする。 （第３条） 

 

(2) 「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」の一部改正につい

て（別紙６） 

① 協会員の店頭有価証券の原則勧誘禁止の規定の見直しに伴い、「個人投資

家に対して非上場株式の勧誘が可能な協会員」のリストの公表を行うため

に、取扱事業者の公表に係る明文の規定を定める。 （第 17 条第５項） 

② その他所要の整備を図る。 

 

(3) 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正について（別紙

７） 

① 協会員の店頭有価証券の原則勧誘禁止の規定の見直しに伴い、店頭有価

証券の投資勧誘の禁止の規定を削る。 （第 12 条の２） 

② その他所要の整備を図る。 

 

 

Ⅲ．施行の時期 

この改正は、令和８年６月 16 日から施行する。 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先 

＜Ⅱ．１．、２．、３．(1) (2)＞ エクイティ市場部 （03-6665-6770） 

＜Ⅱ．３．(3)＞               自主規制企画部   （03-6665-6769） 

 

以  上 
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特定投資家等に対する店頭有価証券の取引に関する規則 

令和８年６月16日 

 

第 １ 章  総     則 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、店頭有価証券の特定投資家等に対する投資勧誘に関して必要な事項を定める

ことにより、特定投資家等における店頭有価証券の取引を公正かつ円滑ならしめるとともに、投資

者保護に資することを目的とする。 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

１ 店頭有価証券 

「店頭有価証券に関する規則」第２条第１号に規定する店頭有価証券をいう。 

２ 特定投資家 

金融商品取引法（以下「金商法」という。）第２条第 31 項に規定する特定投資家（同法第 34 条

の２第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の３第４項

（同法第 34 条の４第６項において準用する場合を含む。）の規定により特定投資家とみなされる

者を含む。）をいう。 

３ 準特定投資家 

次のいずれかに該当する者をいう。 

イ 法人（特定投資家を除く。） 

ロ 金商法第 34 条の４第１項各号に掲げる個人（特定投資家を除く。） 

４ 特定投資家等 

特定投資家及び準特定投資家をいう。 

５ 取扱協会員 

本規則の定めるところにより店頭有価証券の投資勧誘を行うことができるものとして本協会

が指定した協会員をいう。 

６ 反社会的勢力 

「定款の施行に関する規則」第 15 条に規定する反社会的勢力をいう。 

第 ２ 章  店頭有価証券の審査等 

（検証及び審査） 

第 ３ 条 取扱協会員は、本規則に基づき新たに特定投資家等である顧客に対して投資勧誘を行おう

とする店頭有価証券について、当該店頭有価証券の特性やリスクの内容を把握し、投資勧誘を行う

ことがふさわしいか否か及び投資勧誘を行う顧客の範囲について検証しなければならない。 

別 紙 １ 
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２ 取扱協会員は、前項の規定に基づき店頭有価証券の検証を行う場合、第 12 条の規定により当該

取扱協会員が策定した社内規則に従って、次に掲げる事項について審査を行わなければならない。 

１ 発行者及びその行う事業の実在性 

２ 発行者の財務状況 

３ 発行者の法令遵守状況を含めた社会性 

４ 発行者の反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係

排除への仕組みとその運用状況 

５ 当該取扱協会員と発行者との利害関係の状況 

６ 当該店頭有価証券に投資するにあたってのリスク 

７ 募集若しくは私募又は募集若しくは私募の取扱い（以下「募集等の取扱い等」という。）を行

う場合にあっては、事業計画の妥当性、資金使途の妥当性 

３ 第１項の検証及び前項の審査を行った取扱協会員は、当該検証及び審査の内容及び結果並びにそ

の理由を、最後に当該店頭有価証券の投資勧誘を行った日（検証及び審査の結果、投資勧誘を行わ

ないこととなった場合には、当該検証及び審査が終了した日）から５年間保存する。 

（発行者との反社会的勢力排除のための契約内容） 

第 ４ 条 取扱協会員は、本規則に基づき顧客に対して店頭有価証券の投資勧誘を行おうとする場合

には、当該店頭有価証券の発行者との間で、次の各号に掲げる事項について書面により契約を締結

しなければならない。 

１ 発行者が反社会的勢力でない旨を確約すること。 

２ 前号の確約が虚偽であると認められた場合は、当該取扱協会員の申出により、当該発行者が発

行する店頭有価証券の取扱いに係る契約が解除されること。 

３ 発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合は、当該取扱協会員の申出により、当該発

行者が発行する店頭有価証券の取扱いに係る契約が解除されること。 

（反社会的勢力の排除） 

第 ５ 条 取扱協会員は、店頭有価証券の発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反

社会的勢力と関係があることが判明した場合は、当該店頭有価証券の投資勧誘を行ってはならない。 

第 ３ 章  取引に関する情報の提供 

（勧誘時の情報提供） 

第 ６ 条 取扱協会員は、店頭有価証券に係る「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に

関する規則」第６条第３項第１号に掲げる様式及び当該様式の「記載上の注意」に基づく情報が投

資勧誘の相手方に提供又は公表されている場合に限り、当該店頭有価証券について第８条に基づく

投資勧誘を行うことができる。 

２ 前項に規定する店頭有価証券に係る情報の提供又は公表は、次の各号に掲げる方法のいずれかに

よるものとする。 

１ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員が、当該投資勧誘を行う相手方に対して、当該投資勧誘

を行う時までに書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法（以下「電磁的方法」という。）により提供する方法。 
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２ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員が、当該発行者又は当該取扱協会員のウェブサイトにお

いて、払込期日までの間継続して公表する方法。 

３ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員は、前項の規定により提供又は公表された情報について、

払込期日までの間に訂正すべき事項があるときは、当該訂正の内容に係る情報を、当該情報を提供

し又は公表した方法と同一の方法により、当該情報に係る店頭有価証券の投資勧誘を行う相手方及

び当該店頭有価証券の所有者に対して提供し、又は公表するものとする。 

４ 取扱協会員は、発行者に対して第２項の情報の提供又は公表の方法について説明を行い、当該方

法を遵守させるよう努めなければならない。 

（発行者による定期的な情報提供） 

第 ７ 条 取扱協会員は、次条の規定に基づく投資勧誘により店頭有価証券を保有するに至った顧客

に対し、発行者により、会社法に基づく計算書類及び事業報告の提供が行われていることを確認し

なければならない。 

第 ４ 章  投資勧誘及び取引の方法 

（投資勧誘の要件等） 

第 ８ 条 取扱協会員は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるときに限り、特

定投資家等である顧客に対して当該店頭有価証券の投資勧誘を行うことができる。 

１ 投資勧誘が募集又は募集の取扱いに該当するものである場合 

金商法第４条第１項第５号に掲げる募集であるとき 

２ 投資勧誘が私募又は私募の取扱いに該当するものである場合 

金商法第２条第３項第２号ハに規定する私募であるとき 

３ 投資勧誘が売出し又は売出しの取扱いに該当するものである場合 

金商法第４条第１項第５号に掲げる売出しであるとき 

４ 投資勧誘が私売出し又は私売出しの取扱いに該当するものである場合 

金商法第２条第４項第２号ハに規定する私売出しであるとき 

５ 投資勧誘が前各号に該当するものでない場合 

金商法施行令第１条の７の３第７号、第８号及び第 10 号に規定する取引に係るものであると

き 

２ 取扱協会員は、前項の規定に従い特定投資家等である顧客に対して投資勧誘を行う場合は、当該

顧客が第３条で検証した店頭有価証券の投資勧誘を行う顧客の範囲に適合することを確認しなけ

ればならない。 

（既存株主による売付けに係る勧誘） 

第 ９ 条 取扱協会員は、前条の規定にかかわらず、店頭有価証券を保有する顧客に対して、当該顧

客が当該店頭有価証券の売付けをするよう勧誘することができる。 

（取引開始時の説明書の交付及び確認書の徴求） 

第 10 条 取扱協会員は、第８条に基づいて投資勧誘を行った結果、顧客が初めて店頭有価証券の買

付けを行おうとするときは、当該顧客に対し、店頭有価証券のリスクを記載した書面を交付し、当
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該リスクを説明するとともに、当該説明書に記載された事項を理解し、当該顧客の判断と責任にお

いて取引を行う旨の書面による確認書を徴求するものとする。 

（個別銘柄に係る説明書の交付等） 

第 11 条 取扱協会員は、第８条に基づいて顧客の買付けに係る投資勧誘を行う際には、当該投資勧

誘の相手方となる顧客に対して、次の各号に掲げる事項を記載した書面による説明書を交付すると

ともに、これらについて十分に説明しなければならない。 

１ 想定する顧客の範囲 

２ 損失が生じるリスクの内容 

３ 換金・解約の条件 

４ 金商法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同等程度の開示は

義務付けられていないこと。 

５ 発行者の財務情報について公認会計士又は監査法人による監査を受けていない場合には、その

旨 

６ 取引の参考となる気配及び相場が存在しないとともに、換金性が著しく乏しいこと。 

７ 当該店頭有価証券に譲渡制限が付されている場合にあっては、取引を行ったとしても、譲渡に

よる取得について発行者による承認が得られない場合があること。 

８ 発行者における株主管理に関する事項 

９ 当該投資勧誘に係る店頭有価証券と異なる種類の有価証券（金融商品取引法第二条に規定する

定義に関する内閣府令第 10条の２に規定する同一種類の有価証券でないものをいう。以下同じ。）

に係る重要な事項（発行者が当該投資勧誘に係る店頭有価証券と異なる種類の有価証券を発行し

ている場合に限る。） 

10 当該取扱協会員と発行者との利害関係が認められる場合には、その内容 

11 取扱協会員毎に定める取扱要領に基づき取扱いがなされること及び当該取扱要領の内容 

12 当該取扱協会員が第３条第２項に基づき発行者についての審査を行っている旨及びその審査

項目 

13 その他取扱協会員が必要と認める事項 

２ 前項の規定は、取扱協会員が行う投資勧誘が、本規則及び「私設取引システムにおける非上場有

価証券の取引等に関する規則（以下「非上場 PTS 規則」という。）」に基づき行われる場合であって、

前項各号に掲げる事項が掲載されている非上場認可 PTS 運営会員（非上場 PTS 規則第２条第９号に

規定する非上場認可 PTS 運営会員をいい、当該有価証券の売買を行う私設取引システムを開設する

者に限る。）、登録 PTS 運営会員（非上場 PTS 規則第２条第 17 号に規定する登録 PTS 運営会員をい

い、当該有価証券の売買を行う私設取引システムを開設する者に限る。）又は当該取扱協会員のウ

ェブサイトを閲覧するために必要な情報を当該投資勧誘の相手方となる顧客に提供した場合には、

適用しない。 
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第 ５ 章  内部管理体制 

（社内規則及び取扱要領） 

第 12 条 取扱協会員は、本規則に基づき投資勧誘を行おうとする店頭有価証券について、次の各号

に掲げる事項を社内規則において規定するとともに、当該社内規則に定めた事項を適切に遂行する

ための体制を整備しなければならない。 

１ 第３条の規定により行う検証及び審査に関する事項 

２ 発行者に関する情報の取得に関する事項 

３ 特定投資家等の管理に関する事項 

４ 店頭有価証券の受渡しに関する事項 

５ 不公正取引の確認に関する事項 

６ その他取扱協会員が必要と認める事項 

２ 取扱協会員は、前項に定める社内規則の内容に基づき取扱要領を作成し、本協会に提出するとと

もに、公表しなければならない。 

３ 取扱協会員は、前項の取扱要領の内容を変更した場合は、当該変更した内容及び変更後の取扱要

領につき、本協会に提出するとともに、公表しなければならない。 

（取扱協会員としての届出及び公表） 

第 13 条 取扱協会員となろうとする協会員は、本規則に基づく投資勧誘を開始する 15 営業日前ま

でに、所定の様式による取扱協会員指定届出書、前条に基づき作成する取扱要領その他本協会が必

要と認める書類を本協会に提出しなければならない。 

２ 本協会は、前項の規定により提出された書類に不備がないと認め、かつ、取扱協会員としての業

務を遂行するための体制が整備されていることを確認した場合は、前項の届出を行った協会員を取

扱協会員として指定する。ただし、当該協会員が法令又は本協会の規則に違反する等の事由により

必要と認める場合は、これを指定しないことができる。 

３ 本協会は、前項の規定に基づき指定した取扱協会員の名称を公表する。 

（取扱協会員としての指定の取消し） 

第 14 条 取扱協会員としての指定の取消しを希望する取扱協会員は、当該指定の取消しを希望する

日の５営業日前までに、所定の様式による取扱協会員指定取消届出書を本協会に提出しなければな

らない。 

２ 本協会は、法令又は本協会の規則に違反する等の事由により必要と認める場合は、前項の届出に

よらずに、取扱協会員としての指定を取り消す又は期間を定めて指定を停止することができる。 

３ 本協会は、第１項の届出を受けた場合は当該届出を行った取扱協会員が希望する日に、前項の場

合は本協会が必要と認める日に、取扱協会員としての指定を取り消す又は指定を停止することとす

る。 

４ 本協会は、前項の規定に基づき指定の取消し又は停止を行った取扱協会員の名称を公表する。 

５ 協会員は、第３項の規定により取扱協会員としての指定を取り消された後又は指定を停止されて

いる間においても、引き続き、取扱協会員として行った業務に起因する義務及び責任を負わなけれ

ばならない。 
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第 ６ 章  雑     則 

（本協会への報告） 

第 15 条 取扱協会員は、自社が行う本規則に基づく投資勧誘に係る取引の状況について、当該取引

を行った日の属する月の翌月の 15 日（募集等の取扱い等に係る取引については、当該募集等の取

扱い等の期間が終了した日の属する月の翌月の 15 日）（当日が休業日の場合は、翌営業日）までに、

本協会が別に定めるところにより、本協会に報告しなければならない。 

（本協会による照会等） 

第 16 条 本協会は、取扱協会員の取扱要領の内容又は本規則に基づく業務の状況に関して必要があ

ると認める場合は、当該取扱協会員に対し、照会、事情聴取又は資料の徴求を行うことができる。 

２ 取扱協会員は、前項に規定する照会、事情聴取又は資料の徴求に応じなければならない。 

（電磁的方法による交付等） 

第 17 条 取扱協会員は、本規則に定める顧客への書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による

提供等の取扱いに関する規則」（以下「書面電磁的提供等規則」という。）に定めるところにより、

当該書面に記載すべき事項について、電磁的方法により提供することができる。この場合において、

当該取扱協会員は、当該書面を交付したものとみなす。 

２ 取扱協会員は、本規則に定める顧客からの書面の徴求に代えて、書面電磁的提供等規則に定める

ところにより、当該書面に記載すべき事項について、電磁的方法により提供を受けることができる。

この場合において、当該取扱協会員は、当該書面を徴求したものとみなす。 

３ 取扱協会員は、本規則に定める書面による契約の締結に代えて、当該契約を電磁的方法により締

結することができる。この場合において、当該取扱協会員は、当該書面による契約を締結したもの

とみなす。 

４ 前項の定めに基づき契約を締結した取扱協会員は、当該契約の当事者から当該契約の内容につい

て照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその契約の内容を文書、口頭、電信又は電話、電磁

的方法その他の方法により回答しなければならない。 

（PTS 取引に係る適用除外等） 

第 18 条 取扱協会員が行う投資勧誘が、非上場 PTS 規則に基づき行われる場合には、第３条から第

７条及び第 12 条の規定は適用しない。ただし、当該投資勧誘が非上場 PTS 規則第２条第 19 号に規

定する取次型登録 PTS 運営業務に関するものである場合の第７条の規定については、この限りでは

ない。 

２ 前項に基づく投資勧誘のみを行う協会員については、第７条から第 11 条及び第 15 条から第 17

条の規定中「取扱協会員」とあるのは「協会員」と読み替えて適用し、第 13 条及び第 14 条の規定

は適用しない。 

（金融商品仲介業者に対する指導及び監督） 

第 19 条 取扱協会員は、委託先の金融商品仲介業者に対し、第５条、第６条、第８条、第９条、第

10 条及び第 11 条の規定を遵守するよう指導及び監督を行わなければならない。 
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（特別会員が委託を受けて行う場合の取扱い） 

第 20 条 特別会員が、取扱協会員である会員又は特定業務会員（定款第５条第２号ニに掲げる業務

を行う特定業務会員をいう。）（以下「会員等」という。）からの委託を受けて本規則に基づく投資勧

誘を行う場合において、当該会員等又は当該特別会員のいずれか一方の協会員が、第３条、第４条、

第６条、第７条、第 10 条又は第 11 条に定める行為を行ったときは、当該他の協会員は、これら各

条の規定にかかわらず、当該規定に基づく行為を行うことを要さない。 

 

付      則 

この規則は、令和８年６月 16 日から施行する。 



1 
 

「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 1 6 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（特定投資家等のみにより取引される登録

PTS銘柄に係る特則等） 

（特定投資家等のみにより取引される登録

PTS銘柄に係る特則等） 

第 16 条 取次型登録 PTS 運営業務を行う

登録 PTS 運営会員は、一般投資家（金商

法第 29 条の４の４第８項第１号イに規定

する一般投資家をいう。以下同じ。）以外

の者及び準特定投資家（「特定投資家等に

対する店頭有価証券の取引に関する規

則」第２条第３号に規定する準特定投資

家をいう。以下同じ。）のみを対象とする

登録 PTS 銘柄について、第７条第２項の

契約に第８条の２第２項各号に掲げる事

項を規定した場合には、同条第１項各号

に掲げる事項を規定することを要しな

い。 

第 16 条 取次型登録 PTS 運営業務を行う

登録 PTS 運営会員は、一般投資家（金商

法第 29 条の４の４第８項第１号イに規定

する一般投資家をいう。以下同じ。）以外

の者のみを対象とする登録 PTS 銘柄につ

いて、第７条第２項の契約に第８条の２

第２項各号に掲げる事項を規定した場合

には、同条第１項各号に掲げる事項を規

定することを要しない。 

２ 取次型登録 PTS運営業務を行う登録 PTS

運営会員は、第８条の２第３項の規定に

かかわらず、一般投資家以外の者及び準

特定投資家のみを対象とする登録 PTS 銘

柄について、発行体から適時の情報提供

を受けた場合であって、顧客及び登録PTS

取引協会員に当該情報を速やかに提供し

たときには、当該情報内容を公衆の縦覧

に供することを要しない。 

２ 取次型登録 PTS運営業務を行う登録 PTS

運営会員は、第８条の２第３項の規定に

かかわらず、一般投資家以外の者のみを

対象とする登録 PTS 銘柄について、発行

体から適時の情報提供を受けた場合であ

って、顧客及び登録 PTS 取引協会員に当

該情報を速やかに提供したときには、当

該情報内容を公衆の縦覧に供することを

要しない。 

３ 前項の場合において、当該登録 PTS 運

営会員から当該情報の提供を受けた登録

PTS 取引協会員は、顧客に当該情報を速

やかに提供しなければならない。 

３    （ 同   左 ） 

４ 取次型登録 PTS運営業務を行う登録 PTS

運営会員は、第９条の２第１項の規定に

かかわらず、一般投資家以外の者及び準

特定投資家のみを対象とする登録 PTS 銘

柄について、顧客の求めに応じて直近の

約定価格等を速やかに提示できる態勢を

整備している場合には、当該登録 PTS 銘

柄の約定価格及び最終気配を公表するこ

とを要しない。 

４ 取次型登録 PTS運営業務を行う登録 PTS

運営会員は、第９条の２第１項の規定に

かかわらず、一般投資家以外の者のみを

対象とする登録 PTS 銘柄について、顧客

の求めに応じて直近の約定価格等を速や

かに提示できる態勢を整備している場合

には、当該登録 PTS 銘柄の約定価格及び

最終気配を公表することを要しない。 

５ 取次型登録 PTS運営業務を行う登録 PTS

運営会員は、一般投資家以外の者及び準

特定投資家のみを対象とする登録 PTS 銘

柄について、前４項の規定を適用する場

５ 取次型登録 PTS運営業務を行う登録 PTS

運営会員は、一般投資家以外の者のみを

対象とする登録 PTS 銘柄について、前４

項の規定を適用する場合には、次の各号

別 紙 ２ 
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新 旧 

  

合には、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める事項を自社のウ

ェブサイト上で明示しなければならな

い。 

ただし、当該登録PTS運営会員が顧客に

対して当該事項を説明するときはこの限

りでない。 

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める事項を自社のウェブサイト上で明

示しなければならない。 

ただし、当該登録PTS運営会員が顧客に

対して当該事項を説明するときはこの限

りでない。 

１～３ （ 現行どおり ） １～３ （ 省   略 ） 

６    （ 現行どおり ） ６    （ 省   略 ） 

  

（非上場認可 PTS 運営会員及び登録 PTS 運

営会員に対する準用） 

（非上場認可 PTS 運営会員及び登録 PTS 運

営会員に対する準用） 

第 17 条 第９条第３項、第９条の２第３

項、第 10条及び第 15条第１項の規定は、

非上場認可 PTS 運営業務又は登録 PTS 運

営業務のうち、非上場認可 PTS 取引協会

員又は登録 PTS 取引協会員による媒介等

が行われない取引を行う非上場認可 PTS

運営会員又は登録 PTS 運営会員について

準用する。この場合において、これらの

規定中「非上場認可 PTS 取引協会員」又

は「登録 PTS 取引協会員」とあるのは

「非上場認可 PTS 運営会員」又は「登録

PTS 運営会員」と、「非上場認可 PTS 取引

業務」又は「登録 PTS 取引業務」とある

のは「非上場認可 PTS 運営業務」又は

「登録 PTS 運営業務」と、それぞれ読み

替えるものとする。 

第 17 条 第９条第３項、第９条の２第３

項、第 10 条及び前条第１項の規定は、非

上場認可 PTS 運営業務又は登録 PTS 運営

業務のうち、非上場認可 PTS 取引協会員

又は登録 PTS 取引協会員による媒介等が

行われない取引を行う非上場認可 PTS 運

営会員又は登録 PTS 運営会員について準

用する。この場合において、これらの規

定中「非上場認可 PTS 取引協会員」又は

「登録 PTS 取引協会員」とあるのは「非

上場認可PTS運営会員」又は「登録 PTS運

営会員」と、「非上場認可 PTS 取引業務」

又は「登録 PTS 取引業務」とあるのは

「非上場認可 PTS 運営業務」又は「登録

PTS 運営業務」と、それぞれ読み替える

ものとする。 

  

付     則  

  

この改正は、令和８年６月 16 日より施行

する。 
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「株主コミュニティに関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 ６月 1 6 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（株主コミュニティへの参加手続及び参加

に関する勧誘の禁止） 

（株主コミュニティへの参加手続及び参加

に関する勧誘の禁止） 

第 ９ 条 運営会員は、投資者から株主コ

ミュニティへの参加の申出を受けた場合

を除き、当該投資者に係る当該株主コミ

ュニティへの参加の手続を行ってはなら

ない。 

第 ９ 条 （ 同   左 ） 

２ 運営会員は、株主コミュニティへの参

加に関する勧誘を行ってはならない。た

だし、当該勧誘の相手方が次のいずれか

に該当する者であることを確認できた場

合は、この限りでない。 

２    （ 同   左 ） 

１・２ （ 現行どおり ） １・２ （ 省   略 ） 

３ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者

の関係会社（金融商品取引法第二条に

規定する定義に関する内閣府令第７条

第２項に規定する関係会社をいう。）の

役員又は従業員 

３ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者

の関係会社（金融商品取引法第二条に

規定する定義に関する内閣府令（以

下、「定義府令」という。）第７条第２

項に規定する関係会社をいう。）の役員

又は従業員 

４～７ （ 現行どおり ） ４～７ （ 省   略 ） 

８ 準特定投資家（「特定投資家等に対す

る店頭有価証券の取引に関する規則」

第２条第３号に規定する準特定投資家

をいう。以下同じ。） 

（ 新   設 ） 

３・４  （ 現行どおり ） ３・４  （ 省   略 ） 

  

（情報の取得） （情報の取得） 

第 13 条 運営会員は、次の各号に定める

ところにより、自社が運営会員となって

いる株主コミュニティに係る株主コミュ

ニティ銘柄の発行者に関する情報を取得

しなければならない。 

第 13 条 （ 同   左 ） 

１～３ （ 現行どおり ） １～３ （ 省   略 ） 

２ 運営会員は、前項第３号の規定にかか

わらず、一般投資家（金商法第 29 条の４

の４第８項第１号イに規定する一般投資

家をいう。）以外の者及び準特定投資家の

みを対象とする株主コミュニティ銘柄に

係る株主コミュニティにあっては、同号

ロ、ニ、ホに掲げる情報の取得を要しな

い。 

２ 運営会員は、前項第３号の規定にかか

わらず、一般投資家（金商法第 29 条の４

の４第８項第１号イに規定する一般投資

家をいう。）以外の者のみを対象とする株

主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニ

ティにあっては、同号ロ、ニ、ホに掲げ

る情報の取得を要しない。 

別 紙 ３ 
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新 旧 

  

  

（運営会員としての届出及び指定） （運営会員としての届出及び指定） 

第 26 条 運営会員となろうとする会員等

は、株主コミュニティを組成しようとす

る日の 15 営業日前までに、本協会に届け

出なければならない。 

第 26 条 （ 同   左 ） 

２ 前項の会員等は、同項の届出を行うに

際しては、所定の様式による運営会員指

定届出書、前条第２項の規定により作成

する取扱要領、所定の様式による運営会

員に係る宣誓書その他本協会が必要と認

める書類を本協会に提出しなければなら

ない。 

２    （ 同   左 ） 

３ 本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がないと認め、かつ、運営

会員としての業務を遂行するための体制

が整備されていることを確認した場合

は、第１項の届出を行った会員等を運営

会員として指定する。ただし、当該会員

等が法令又は本協会の規則に違反する等

の事由により必要であると認める場合

は、これを指定しないことができる。 

３  本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がないと認める場合は、第

１項の届出を行った会員等を運営会員と

して指定する。ただし、当該会員等が法

令又は本協会の規則に違反する等の事由

により必要であると認める場合は、これ

を指定しないことができる。 

４    （ 現行どおり ） ４    （ 省   略 ） 

  

付   則  

  

この規則は、令和８年６月 16日から施行

する。 
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「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 1 6 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（定義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

（定義） 

第 ２ 条 （ 同   左 ） 

１～４ （ 現行どおり ） １～４ （ 省   略 ） 

４の２ 信託受益証券 

金商法第２条第１項第 14 号に規定す

る受益証券発行信託の受益証券であっ

て、取引所金融商品市場に上場されて

いないものをいう。 

４の２ 信託受益証券 

金商法第２条第１項第 14 号に掲げる

受益証券発行信託の受益証券であっ

て、取引所金融商品市場に上場されて

いないものをいう。 

５～10 （ 現行どおり ） ５～10 （ 省   略 ） 

  

（投資勧誘の要件等） 

第 ８ 条 取扱協会員は、次の各号に掲げ

る場合に応じ、それぞれ当該各号に定め

る要件を満たすことを確認したときに限

り、顧客に対して当該店頭有価証券等の

投資勧誘を行うことができる。 

（投資勧誘の要件） 

第 ８ 条 （ 同   左 ） 

１～３ （ 現行どおり ） １～３ （ 省   略 ） 

２ 取扱協会員は、前項の規定に従い顧客

に対して投資勧誘を行う場合は、当該顧

客が第３条で検証した店頭有価証券等の

投資勧誘を行う顧客の範囲に適合するこ

とを確認しなければならない。 

      （ 新   設 ） 

  

（取扱協会員としての届出及び公表） 

第 13 条 取扱協会員となろうとする協会

員は、本規則に基づく投資勧誘を開始す

る 15 営業日前までに、所定の様式による

取扱協会員指定届出書、前条に基づき作

成する取扱要領その他本協会が必要と認

める書類を本協会に提出しなければなら

ない。 

（取扱協会員としての届出及び公表） 

第 13 条 （ 同   左 ） 

２ 本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がないと認め、かつ、取扱

協会員としての業務を遂行するための体

制が整備されていることを確認した場合

は、前項の届出を行った協会員を取扱協

会員として指定する。ただし、当該協会

員が法令又は本協会の規則に違反する等

の事由により必要と認める場合は、これ

２ 本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がないと認める場合は、前

項の届出を行った協会員を取扱協会員と

して指定する。ただし、当該協会員が法

令又は本協会の規則に違反する等の事由

により必要と認める場合は、これを指定

しないことができる。 

別 紙 ４ 
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新 旧 

  

を指定しないことができる。 

３    （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

  

付   則  

  

この規則は、令和８年６月 16 日から施行

する。 

 

  

 

 



 
 

「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 ６月 1 6 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

第 ２ 章 店頭有価証券の投資勧誘 第 ２ 章 投資勧誘の禁止とその特例 

  

（店頭有価証券の投資勧誘） （店頭有価証券の投資勧誘の禁止） 

第 ３ 条 協会員は、店頭有価証券につい

ては、次条から第４条の２まで、第６

条、第７条、「株主コミュニティに関す

る規則」、「株式投資型クラウドファンデ

ィング業務に関する規則」、「店頭有価証

券等の特定投資家に対する投資勧誘等に

関する規則」又は「特定投資家等に対す

る店頭有価証券の取引に関する規則」の

規定に基づき、顧客に対し、投資勧誘を

行うものとする。 

第 ３ 条 協会員は、次条から第４条の２

まで、第６条、第７条、「株主コミュニテ

ィに関する規則」、「株式投資型クラウド

ファンディング業務に関する規則」又は

「店頭有価証券等の特定投資家に対する

投資勧誘等に関する規則」の規定による

場合を除き、店頭有価証券については、

顧客に対し、投資勧誘を行ってはならな

い。 

  

付   則  

  

この改正は、令和８年６月 16 日から施行

する。 

 

  

 

 

別 紙 ５ 
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「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 1 6 日  

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（ウェブサイトにおける情報提供） （ウェブサイトにおける情報提供） 

第 ９ 条 会員等は、株式投資型クラウド

ファンディング業務を行うに当たって

は、次の各号に掲げる事項について、金

商法第 43 条の５及び金商業等府令第 146

条の２に定める措置と同様の措置を講じ

なければならない。 

第 ９ 条 （ 同   左 ） 

１～17 （ 現行どおり ） １～17 （ 省   略 ） 

18 特定業務会員にあっては、金商法第

29 条の４第１項第６号イ及び同法第 46

条の６の自己資本規制比率に係る規制

並びに同法第 79 条の 27 第１項及び第

２項の投資者保護基金への加入義務が

適用されない旨並びに同法第 29 条の４

の２第８項及び第９項の規定又は同法

第 29 条の４の４第７項及び第８項の規

定により店頭有価証券の預託を受ける

ことができない旨 

18 特定業務会員にあっては、金商法第

29 条の４第１項第６号イ及び同法第 46

条の６の自己資本規制比率に係る規制

並びに同法第 79条の 27第１項及び第２

項の投資者保護基金への加入義務が適

用されない旨並びに同法第 29 条の４の

２第８項及び第９項の規定又は同法第

29 条の４の４第７項及び第８項の規定

により店頭有価証券の券面の預託を受

けることができない旨 

19～23 （ 現行どおり ） 19～23 （ 省   略 ） 

２    （ 現行どおり ） ２    （ 省   略 ） 

  

（社内規則及び取扱要領） （社内規則及び取扱要領） 

第 17 条 株式投資型クラウドファンディ

ング業務を行おうとする会員等は、金商

法及びこの規則を遵守しながら当該株式

投資型クラウドファンディング業務を遂

行するために必要な事項を社内規則にお

いて規定するとともに、社内規則に定め

た事項を適切に遂行するための体制を整

備しなければならない。 

第 17 条 （ 同   左 ） 

２ 会員等は、前項に定める社内規則の内

容に基づき取扱要領を作成し、本協会に

提出しなければならない。 

２    （ 同   左 ） 

３・４  （ 現行どおり ） ３・４  （ 省   略 ） 

５ 本協会は、第２項の規定により取扱要

領の提出を行った会員等について公表す

る。 

    （ 新   設 ） 

  

付   則  

  

この規則は、令和８年６月 16 日から施行  

別 紙 ６ 
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新 旧 

  

する。 

  

 

 



「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 1 6 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（取引開始基準） （取引開始基準） 

第 ６ 条 協会員は、次の各号に掲げる取

引等を行うに当たっては、それぞれ取引

開始基準を定め、当該基準に適合した顧

客との間で当該取引等の契約を締結しな

ければならない。 

第 ６ 条 （ 同   左 ） 

１～６ （ 現行どおり ） １～６ （ 省   略 ） 

７ 店頭取扱有価証券（「店頭有価証券に

関する規則」第２条第４号に規定する

店頭取扱有価証券をいう。）の売買その

他の取引（顧客の計算による信用取引

以外の売付けを除く。） 

７ 店頭取扱有価証券（「店頭有価証券に

関する規則」（以下「店頭有価証券規

則」という。）第２条第４号に規定する

店頭取扱有価証券をいう。）の売買その

他の取引（顧客の計算による信用取引

以外の売付けを除く。） 

８～11 （ 現行どおり ） ８～11 （ 省   略 ） 

２    （ 現行どおり ） ２    （ 省   略 ） 

  

 （店頭有価証券の投資勧誘の禁止） 

（ 削   る ） 第 12 条の２ 協会員は、店頭有価証券（店

頭有価証券規則第２条第１号に規定する

店頭有価証券をいう。）については、店頭

有価証券規則に規定する場合を除き、顧

客に対し投資勧誘を行ってはならない。 

  

（電子申込型電子募集取扱業務に係る勧誘

手法併用の禁止） 

（電子申込型電子募集取扱業務に係る勧誘

手法併用の禁止） 

第 12条の２（ 現行どおり ） 第 12条の３（ 省   略 ） 

  

付   則  

 

この改正は、令和８年６月 16 日から施行

する。 

 

   

別 紙 ７ 


